
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亘理町の特産品である「いちご」の生産に取り組み、将来、新規就農を目

指す方を対象に、「いちご」の生産技術・経営管理に関する研修を行います。 

研修終了後は関係機関と連携し就農を支援します。 
 

１ 研修内容 いちご栽培に必要な技能研修（実技） 

いちご栽培等農業経営に必要な基礎知識の研修（座学） 

２ 募集定員 1名 

３ 研修期間 令和４年４月 1日から令和 5年３月 31日（１年間） 

４ 研修場所 亘理いちごファーム（亘理町吉田 浜吉田いちご団地内）ほか 

５ 応募資格 研修終了後に必ず亘理町内で新規就農できる方 

６ 研修条件 研修受講料・・・無料 

研修費用・・・・亘理郡農業振興公社負担（苗、資材、設備等） 

研修時間・・・・午前 8時から午後 4時 

研修日数・・・・２２日／月（シフト制） 

その他・・・・・傷害保険加入有 

７ 募集受付 令和４年２月１０日まで履歴書（任意様式）を亘理郡農業振興公社へ 

持参又は郵送してください。 

（社）亘理郡農業振興公社 

        〒９８９－２３３１ 亘理町吉田字流 146番地 70 
 

まずは、下記までご連絡下さい。 
お申込み・お問い合わせ先 

亘理郡農業振興公社 0223-35-6811 

亘理町農林水産課  0223-34-0503 

いちごファームでいちご作りしてみませんか？ 


